
   

株式会社藤嘉と 

「災害時における施設使用の協力に関する協定」を締結 

－災害時における避難先の確保を目指して－ 

 

四街道市と株式会社藤嘉は、令和６年３月１日（金）に「災害時における施設使用の

協力に関する協定」を締結しました。 

この協定は、災害時における避難先の一つとして、駐車場及び施設の一部を一時的

に提供いただくものです。 

 

■協定の相手方    株式会社藤嘉  

 

■協 定 締 結 日   令和６年３月１日（金）  

 

■協 定 の概 要   地震、台風などの災害発生時に、株式会社藤嘉の有する施設の  

駐車場等を、車中泊避難者の避難先として一時的に提供いただ 

くことについて定めるものです。 

 

■市 長 コメント   災害時における避難先の選択肢が増えることは、被災者がその 

後の生活を送るうえで、大きな支援となります。この度、市にとっ 

て非常に有益となる本協定が締結できましたこと、株式会社藤  

嘉様に深く感謝申し上げます。 

今後も、様々な民間企業、民間団体との連携を推進し、市民の 

命と暮らしを守り抜く災害に強い四街道市を目指します。 

 

 

令和６年３月１日（金）  
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